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沖縄県後期高齢者医療広域連合告示第 5 号

平成 23年度沖縄県後期高齢者医療保険料収納対策等事業費補助金交付要綱を次のように

定める。

平成 23年 7月 8日

沖縄県後期高齢者医療広域連合長 島 袋 俊 夫

平成 23年度沖縄県後期高齢者医療保険料収納対策等事業費補助金交付要綱

(趣 旨)

第 1条 この要綱は、平成 23年度後期高齢者医療制度事業実施要綱 (平成 23年 3月 2

9日 付け保発 0329第 3号厚生労働省保険局長通知 (以下 「実施要綱」という。)に基

づく事業 (以下 「補助事業」という。)にかかる市町村 (沖縄県後期高齢者医療広域連合

規約の第 2条に規定する構成市町村をいう。)への補助について必要な事項を定めるもの

とする。

(交付の目的)

第 2条 この補助金は、沖縄県後期高齢者医療広域連合 (以下 「広域連合Jと いう。)が後

期高齢者医療の保険料収納対策等にかかる事業に要する経費を充てるため、市町村に対

して補助 し、後期高齢者医療保険料の負担の公平性を確保すると共に、後期高齢者医療

制度の健全な運営に資することを目的とする。

(交付の対象)

第 3条  この補助金は、補助事業のうち実施要綱第 3(2)④ に規定する事業 (以 下 「対

象事業」)を実施する市町村のうち、沖縄県後期高齢者医療広域連合長 (以下 「広域連合

長」という。)が選定したものとする。

(交付額の算定方法 )

第 4条 この補助金の交付額は、次により算出された額の合計額とし、1,000円 未満の端数

が生じた場合には、これを切 り捨てるものとする。

(1)次の表の第 2欄に定める基準額 と第 3欄に定める対象経費の実支出額 とを比較 し

て少ない方の額を選定する。この基準額とは厚生労働省が定めた平成 23年度後期高齢

者医療制度事業費補助金交付要綱に規定された、厚生労働大臣が必要と認めた額 と同額

とする。

(2)(1)により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを

比較 して少ない方の額を交付額とする。



1種 目 2基準額 3対象経費 4補助率

保険料収納対策等 広域連合長が必

要と認めた額

事業を実施するために必要な次に

掲げる経費

報酬費、共済フ費、賃金、報償費、旅

費、需用費 (消耗品費、燃料費、食

糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕

料)、 役務費 (通信運搬費、手数料、

保管料、広告料、保険料)、 委託料、

使用料及び賃借料、備品購入費、負

担金・補助及び交付金

定額

(交付の申請)

第 5条 市町村は、補助金の交付を申請する場合は、沖縄県後期高齢者医療保険料収納対

策等事業費補助金交付申請書 (別紙様式 1)に関係書類を添えて、広域連合長が別に定

める期 日までに広域連合長に提出するものとする。

(交付の決定)

第 6条 広域連合長は、前条の規定により補助金の交付の申請があつたときは、当該申請

書の審査等により、補助金の交付申請がなされた日から起算 して 1箇月以内に補助金の

交付の決定をするものとする。この場合において広域連合長は、次の各号に掲げる条件

を付するものとする。

(1)対象事業の内容の変更をする場合には、広域連合長の承認を受けなければならな

いこと。

(2)対象事業を中止 し、又は廃止する場合には、広域連合長の承認を受けなければな

らないこと。

(3)対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は対象事業の遂行が困難 となった場

合には、速やかに広域連合長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(4)対象事業により取得 し、又は効用の増加 した価格が単価 50万円以上の機械及び

器具については、広域連合長が別に定める期間を経過するまで、広域連合長の承認を受

けないで、この補助金の交付の目的に反 して使用 し、譲渡 し、交換 し、貸 し付け、担保

に供 し、又は廃棄 してはならないこと。

(5)広域連合長の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場合には、そ

の収入の全部又は一部を広域連合に納付させることがある。

(6)対象事業により取得 し、又は効用の増加 した財産については、事業完了後におい

ても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効率的な運営を図らなければ

ならないこと。

(7)補助金と対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書 (様式第 1号 )



を作成 し、これを対象事業の完了の日 (対象事業の中止又は廃上の承認を受けた場合に

は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後 5年間保管 しておかなければならない

こと。

(交付決定の通知)

第 7条 広域連合長は、前条の規定により補助金の交付決定をしたときは、沖縄県後期高

齢者医療保険料収納対策等事業費補助金交付決定通知書 (別紙様式 2)により市町村長

へ通知するものとする。

(補助金の概算払 )

第 8条 広域連合長は、補助金の概算払をする必要があると認める場合には、広域連合の

支払計画承認額の範囲内において、概算払をすることができるものとする。

2 前項の概算払を受けようとする市町村は、沖縄県後期高齢者医療保険料収納対策等事

業費補助金概算払請求書 (別紙様式 3)を広域連合長に提出しなければならない。

(変更申請手続 )

第 9条 市町村長は、第 6条の規定により広域連合長の承認を求めるときは、沖縄県後期

高齢者医療保険料収納対策等事業費補助金変更交付申請書 (別紙様式 4)に関係書類を

添えて広域連合長が別に定める日までに広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定により変更申請書の提出があつた場合において、当該変更

申請書に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、その承認をすることができる。

この場合において、補助金の交付決定額の変更を必要とするときは、補助金の交付の変

更決定をするものとする。

3 広域連合長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、沖縄県後期高齢者

医療保険料収納対策等事業費補助金追加交付決定通知書 (別紙様式 5)により市町村長

へ通知するものとする。

(実績報告)

第 10条 市町村長は、当該年度の対象事業が完了したとき又は第 6条の規定による承認

を受けたときには、沖縄県後期高齢者医療保険料収納対策等事業費補助金実績報告書 錫町

紙様式 6)に関係書類を添えて、広域連合長が別に定める日 (第 6条の規定による承認

を受けた場合には、当該承認に係る通知を受理 した日から起算 して 1箇月を経過 した日)

までに広域連合長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第 11条 広域連合長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、実績報告

書の内容等を審査 し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、沖縄県後

期高齢者医療保険料収納対策等事業費補助金交付額確定通知書 (別紙様式 7)に より速

やかに市町村長に対 して通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第 12条  前条の規定により通知を受けた市町村が、補助金の交付を受けようとするとき





1 補助金申請額    金             円



別紙1-1(第 5条関係 )

平成23年度沖縄県後期高齢者医療保険料収納対策等事業費補助金所要額調書

市 田T本寸名 :

広域連合

補助所要額  | 備   考

(H)

円 円円 円

差 引 額

(A― B)

対象経費の 広域連合

補助基本額
基 準 額 選 定 額

支 出予定額

(C) D (E) F) (G)

寄付金その他

の 収 入 領

(B)

総 事 業 貴

(A)

円 円 円 円

区   分

保険者機能強化事業  保険料収納対策等

合  計

(注 )

1(A)欄は本事業に要する全ての経費の見込み合計額を記入すること。
2(B)欄は交付要綱第4条の収入見込額を記入すること。
3(D)襴は別紙1-2「沖縄県後期高齢者医療保険料収納対策等事業実施計画書」の基準額を記載すること。
5(E)欄 は交付要綱第4条の「対象経費」の支出予定額の合計を記入すること。
6(F)欄は(D)欄と(E)欄を比較して少ない方の金額の合計を記入すること。
7(G)欄は(C)欄と(F)欄を比較して少ない方の金額の合計を記入すること。
3(H)欄は(G)欄の金額の1,000円未満の端数を切り捨てた金額を記入すること。
9備考欄は参考となるべき事項を適宜記載すること。



別紙様式 1-2(第 5条関係 )

平成 23年度沖縄県後期高齢者医療保険料収納紺策等事業実施計画書

市町村名

の は 、 23 4月 1日 日 の が で き し

把握できる範囲で当該 日に最も近い日)現在の被保険者数を記入すること。
2.「事業実施計画」欄には、「別記 1の とおり」とする。
3,「基準額」欄及び 「対象経費の支出予定額」欄については、交付要綱第 4条に基づき算出し記入する

こと。

事業 目的

事業実施計画

被保険者数

別記 1の とお り

人

事業実施予定期間 平成 年 月 日 月 日平成    年

経費区分
経費区分毎の

支出予庁箱
積算内訳

基
準
額

合計 円

対
象
経
費

の
支
出
予
定
額

円

合計 円

。経費区分ごとに内訳を記入すること。

(備考 )



別記 1

別記1(第5条関係)

保険料収納対策等実施計画

収納状況

現在の収納対策
及び体制

収納対策におけ
る問題点



別記 1

実施体制

年間スケジュール



様式第 1号 (第6条関係 )

平成 22年度沖縄県後期高齢者医療保険料収納対策等事業費補助金調書

市町村名

備考

うち広域連
合補助金相
当額

円

支出済額

円

うち広域連
合補助金相
当額

円

予算現額

円

歳   出

科 目収入済額

円

予算現額

円

市町村

歳   入

科 目

補

助

率

交付決定

の  額

円

広域連合

歳出予算科 目

１

２

　

８

」 の 目」イよ、 項、 日そ
「予算現額」は、歳入にあっては当初予算額、補正予算額等の区分を、歳出にあつては当初予算額、補正予算額、予備費支出額、流用増減額
等の区分を明らかにして記入すること。
「備考」は、参考となるべき事項を適宜記載すること。



別紙様式 2(第 7条関係 )

第

平成 年  月

市町村長 様

沖縄県後期高齢者医療広域連合長  ⑪

平成 23年度沖縄県後期高齢者医療保険料

収納対策等事業補助金交付決定通知書

平成  年  月  日付け  第  号で申請のあった平成 23年度沖縄県後期高齢

者医療保険料収納対策等事業費補助金については、下記のとお り交付することに決定され

たので通知します。

記

1 補助金の交付の対象となる事業 (以下 「事業」とい う。)は、「平成 23年度沖縄県後

期高齢者医療保険料収納対策事業費補助金交付要綱」 (以 下 「交付要綱」とい う。)の第 3

条に定める事業であり、その内容は申請書記載のとお りです。

2 事業に要する経費及び補助金の額は、次のとお りです。ただし、事業の内容が変更さ

れた場合において、事業に要する経費又は補助金の額が変更されるときは、別に通知 しま

す。

事業に要する経費  金          円

補助金の額     金          円

3 この補助金は、交付要綱の第 4条に定める交付額の算定方法により行います。

4 この補助金は、交付要綱の第 6条に掲げる事項を条件として交付 します。

5 事業に係る事業実績報告は、交付要綱の第 10条に定めるところにより行われなけれ

ばなりません。

6 この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における申請の取 り下げをすること

ができる期限は平成  年  月  日とする。

以上

号

日



別紙様式 3(第 8条関係)

平成 23年度沖縄県後期高齢者医療保険料

収納対策等事業費補助金概算払請求書

請  求  額
千 百 拾 万 千 百 拾 円

平成  年  月  日付け○○第  号で交付決定の通知のあつた平成 23年度沖縄

県後期高齢者医療保険料収納対策等事業費補助金のうち、次の金額を概算払で交付される

よう、「平成 23年度沖縄県後期高齢者医療保険料収納対策事業費補助金交付要綱」の第8

条第 2項の規定により請求します。

補助金交付決定額
千 百 拾 万 千 百 拾 円

交 付 済 額

今 回 請 求 額

残 額

概算払の請求理由

訳内

平成  年  月  日

沖縄県後期高齢者医療広域連合長 様

請求者 :住所

氏名 OO市町村長 ⑪

口座振込依頼書

銀 行 名

預金の種類

口 座 番 号

ウ
　
人

ギ

義

川

名



金          円 (B)― (A)



別紙4-1(第 9条関係 )

(,ヨL)

1(A)欄 は本事業に要する全ての経費の見込み合計額を記入すること。
2(B)欄は交付要綱第4条の収入見込額を記入すること。
3(D)欄は別紙4-2「沖縄県後期高齢者医療保険料収納対策等事業実施計画書
4(E)欄は交付要綱第4条の「対象経費」の支出予定額の合計を記入すること。
5(F)欄は(D)欄と(E)襴を比較して少ない方の金額の合計を記入すること。
6(G)欄は(C)欄と(F)欄を比較して少ない方の金額の合計を記入すること。
7(H)欄は(G)の金額の1,000円未満の端数を切り捨てた金額を記入すること。
8備考欄は参考となるべき事項を適宣記載すること。

平成23年度沖縄県後期高齢者医療保険料収納対策等事業補助金所要額調害

市 田T村名

」の基準額を記載すること。

備   考

差引追加交付
(一 部取消 )

申睛額
(H)― (I)

(」 )

円

広域連合
補助金

交付決定額

(I)

円

広域連合

補助所要甑

(H)

円

広域連合

補助基本額

(G)

円

選 定 額

(F)

封象経費の

支出予定領

(E)

円 円

差 引 額

(A一 B)

(C)

基 準 額

(D)

円 円

寄付金その他

の 収 入 領

(B)

総 事 業 資

(A)

円 円

区   分

保険者機能強化事業  保険料収納対策等

合   計



別紙様式4-2(第 9条関係 )

平成 23年度沖縄県後期高齢者医療保険料収納対策等事業実施計画書

市町村名

事業 目的

事業実施計画

被保険者数

別記 2の とお り

人

事業実施予定期間 平成 平成日年 月 年 月 日

経費区分
経費区分毎の

支出予定額
積算内訳

基
準
額

合 計 円

対
象
経
費

の
支
出
予
定
額

円

合 計

。経費区分ごとに内訳を記入すること。

円

(備考 )

の は 、 23 4月 1日 日 の で き ヤ

把握できる範囲で当該 日に最も近い日)現在の被保険者数を記入すること。
2.「事業実施計画」欄には、「別記 2の とおり」とする。
3.「基準額」欄及び 「対象経費の支出予定額」欄については、交付要綱第 4条に基づき算出し記入する

こと。

」



月u;記 2

別記2(第 9条関係)

保険料収納対策等実施 (変更)計画 市町村名

収納状況

現在の収納対策
及び体制

収納対策におけ
る問題点





別紙様式 5(第 9条関係 )

第

平成  年 月

号

日

市町村長 様

沖縄県後期高齢者医療広域連合長  ⑪

平成 23年度沖縄県後期高齢者医療保険料収納対策等

事業補助金追加交付決定 (交付決定一部取消)通知書

平成  年  月  日付け  第  号で申請のあった平成 23年度沖縄県後期高齢

者医療保険料収納対策等事業費補助金については、平成  年  月  日付け  第

号の申請に基づき、決定の内容の一部を下記のとお り変更することに決定 しましたので

通知 します。

記

1 補助金の交付の対象となる事業 (以 下 「事業」という。)は、「平成 23年度沖縄県後

期高齢者医療保険料収納対策事業費補助金交付要綱」 (以下 「交付要綱」とい う。)の第 3

条に定める事業であり、その内容は申請書記載のとおりです。

2 事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりです。

事業に要する経費         金          円

うち今回増加 (減少)額     金          田

補助金の額            金          円

うち今回追加交付 (一部取消)額 金          円

3 この補助金は、交付要綱の第 4条に定める交付額の算定方法により行います。

4 この補助金は、交付要綱の第 6条に掲げる事項を条件 として交付します。

5 事業に係る事業実績報告は、交付要綱の第 10条に定めるところにより行われなけれ

ばなりません。

6 この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における申請の取 り下げをすること

ができる期限は平成  年  月  日とする。





別紙6-1(第 10条関係 )

平成23年度沖縄県後期高齢者医療保険料収納対策等事業費補助金実績額調書

円

帷髄螂
補助金
超過領

(」 )― (0 備   考

円 円円 円円円 円 円円 円

寄付金その他

の 収 入 額

差 号 額
　
Ｄ

対象経受の

支出済額

(E)

広域連合

補助基本額

広城連合

補助所要額 嚇肺弾
総 事 業 費 基 準 額 選 定 額

(A―

(A) 劇 (D

区   分

保険者機能強化事業  保険料収納対策等

合  計

(注 )

1本調書は予定額ではなく、全て実績額を記入すること。
2(A)欄は本事業に要した全ての経費の実支出額の合計額を記入すること。
3(B)欄は交付要綱第4条の収入額を記入すること。
4(D)襴 は別紙6-2「沖縄県後期高齢者医療保険*ヰ収紬対策等事業実施結果報告書」の基準額を記載すること。
5(E)欄 は交付要細第4条の「対象経費」の実支出額の合計を記入すること。
6(F)欄は(D)欄 と(E)欄 を比較して少ない方の金額の合計を言己入すること。
7(G)欄 は(C)欄 と(F)欄を比較して少ない方の金額の合計を記入すること。
8(H)襴は(G)の金額の1,000円未満の端数を切り捨てた金額を記入すること。
9備考襴は参考となるべき事項を適宣:己載すること。



別紙様式 6-2(第 10条関係 )

平成 23年度沖縄県後期高齢者医療イ呆険料収納対策等事業実施結果報告書

市町村名

の は 、 23 4月 1日 日 の できなヤ
把握できる範囲で当該 日に最も近い 日)現在の被保険者数を記入すること。

2.「事業実施結果の概要」欄には、 「別記 3の とお り」 とする。
3,「基準額」欄及び 「対象経費の支出予定額」欄については、交付要綱第 4条 に基づき算出し記入する

こと。

事業 目的

事業実施
結果の概要

被保険者数

月町記 3の とお り

人

事業実施予定期間 平成 平成日年 月 年 月 日

経費区分
経費区分毎の

支出予定額
積算内訳

基
準
額

合計 円

対
象
経
費

の
実
支
出
額

円

合計

。経費区分ごとに内訳を記入すること。

円

(備考 )



月1;記3

別記3(第 ¬0条関係)

保険料収納対策等実施結果報告書

収納状況

収納対策におけ
る問題点

市町村名



月1:記 3

実施体制

年間スケジュール

※当初の実施計画に基づき、実施した状況や結果について記入してください。



別紙様式6-3(第 10条 関係 )

平成23年度保険料収納対策等に係る効果等の状況

合 計

イ

イ

3月2月1月12月11月10月9月8月7兵6月5月4月

活動実績

経費

実施にあたつて
の問題点及び

今後の検討事項

※「保険料収納対策等に係る効果等の状況」の作成については、実施計画に沿つて作成して下さい。





別紙様式 8(第 12条関係 )

平成 23年度沖縄県後期高齢者医療保険料

収納対策等事業費補助金交付請求書

百 拾 万 千 百 拾 円
請  求  額

千

平成  年  月  日付けOO第  号で確定の通知のあった平成 23年度沖縄県後

期高齢者医療保険料収納対策等事業費補助金を、上記のとおり交付されるよう、「平成 23
年度沖縄県後期高齢者医療保険料収納対策事業費補助金交付要綱」の第 12条の規定によ

り請求します。

内 訳

補助金交付決定額
千 百 拾 万 千 百 拾 円

交 付 済 額

今 回 請 求 額

残 額

平成  年  月  日

沖縄県後期高齢者医療広域連合長 様

請求者 :住所

氏名 OO市町村長 ⑪

口座振込依頼書

銀 行 名

預金の種類

口 座 番 号

ウ

人

ギ

義

河

名




